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令和3年第4回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 
 

令 和 3 年 1 1 月 2 9 日 

堺市長  永  藤  英  機 

 

議案第 117 号 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
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議案第 117 号 

 

堺市職員の給与に関する条例等の一部を 

改正する条例 

 

（堺市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

  第２３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に、「１０

０分の１０７．５」を「１００分の９２．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは

「１００分の６２．５」を「１００分の１１２．５」とあるのは「１００分の６２．５」

と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．５」に改める。 

  第３４条の３第１項中「１００分の２２７．５」を「１００分の２１７．５」に改め

る。 

第２条 堺市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「１００分

の９２．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中「１００分の１１２．５」と

あるのは「１００分の６２．５」と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．

５」を「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１０

０」とあるのは「１００分の５７．５」に改める。 

  第３４条の３第１項中「、６月に支給する場合においては１００分の２１２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の２１７．５」を「１００分の２１５」に改め

る。 

別表第１中「１４２，９００」を「１４７，７００」に、「１４４，０００」を「１

４８，７００」に、「１４５，２００」を「１４９，７００」に、「１４６，３００」

を「１５０，７００」に、「１４７，３００」を「１５１，６００」に、「１４８，２

００」を「１５２，３００」に、「１４９，０００」を「１５３，０００」に、「１４

９，９００」を「１５３，７００」に、「１５０，７００」を「１５４，４００」に、

「１５１，６００」を「１５５，１００」に、「１５２，５００」を「１５５，８００」

に、「１５３，４００」を「１５６，５００」に、「１５４，４００」を「１５７，２
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００」に、「１５５，９００」を「１５７，９００」に、「１５７，４００」を「１５

８，６００」に、「１５９，０００」を「１５９，４００」に改める。 

 （堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．

５」に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１５７．５」に改める。 

第４条 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に、「１００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

（堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  第２２条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に、「１０

０分の１０７．５」を「１００分の９２．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは

「１００分の６２．５」を「１００分の１１２．５」とあるのは「１００分の６２．５」

と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．５」に改める。 

第６条 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２２条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「１００分

の９２．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中「１００分の１１２．５」と

あるのは「１００分の６２．５」と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．

５」を「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１０

０」とあるのは「１００分の５７．５」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、令

和４年４月１日から施行する。 
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(議案第 117 号説明資料) 

 

堺市職員の給与に関する条例等の一部 

改正について 

 

１ 改正の趣旨 

(1) 令和３年４月の民間給与との比較等に基づく人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員

の期末手当について改定するものであること。 

ア 一般職の職員（再任用職員及び特定任期付職員を除く。）に対し令和３年１２月に

支給するものの支給割合を１００分の１２７．５から１００分の１１２．５（管理職

員にあっては、１００分の１０７．５から１００分の９２．５）に引き下げるもの 

イ 一般職の職員（再任用職員及び特定任期付職員を除く。）に対し令和４年６月以降

に支給するものの支給割合を１００分の１１２．５から１００分の１２０（管理職員

にあっては、１００分の９２．５から１００分の１００）にするもの 

ウ 再任用職員に対し令和３年１２月に支給するものの支給割合を１００分の７２．

５から１００分の６２．５（管理職員にあっては、１００分の６２．５から１００分

の５２．５）に引き下げるもの 

エ 再任用職員に対し令和４年６月以降に支給するものの支給割合を１００分の６２．

５から１００分の６７．５（管理職員にあっては、１００分の５２．５から１００分

の５７．５）にするもの 

オ 特定任期付職員に対し令和３年１２月に支給するものの支給割合を１００分の１

６７．５から１００分の１５７．５に引き下げるもの 

カ 特定任期付職員に対し令和４年６月以降に支給するものの支給割合を１００分の

１５７．５から１００分の１６２．５にするもの 

(2) 市長等の特別職の職員の期末手当について、次のとおり改定するものであること。 

ア 令和３年１２月に支給するものの支給割合を１００分の２２７．５から１００分

の２１７．５に引き下げるもの 

イ 令和４年以降、６月に支給するものの支給割合１００分の２１２．５及び１２月

に支給するものの支給割合１００分の２１７．５をいずれも１００分の２１５にする

もの 
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(3) 令和３年１０月１日付けの大阪府の最低賃金の改定を踏まえ、堺市職員の給与に関す

る条例（昭和２９年条例第６号）において定める行政職給料表の給料月額の一部を改

定するものであること。 

 

２ 施行期日 

公布の日から施行するものであること。ただし、１(1)イ、エ及びカ、(2)イ並びに(3)

に係る改正規定は、令和４年４月１日から施行するものであること。 
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